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令和８年度介護保険料算定における特例措置について 

 

１ 概要 

この度、介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）の一部が改正され、令和７年度

税制改正に伴う令和８年度介護保険料収入の減少を防ぐための特例措置が規定された。これ

に基づき、東京都台東区介護保険条例（平成１２年３月台東区条例第５０号。以下「条例」

という。）の一部を改正するものである。 

 

２ 背景 

令和７年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が引き上げられ、一部の給与所得

者については税法上の合計所得金額が減少する。被保険者の介護保険料は合計所得金額及び

住民税課税状況を基に算定するので、令和８年度介護保険料は低く算定される。これは、第

９期介護保険事業計画期間（令和６～８年度）中の予定外の財源不足につながることから、

国により特例措置が規定された。 

 

３ 特例措置の内容 

令和７年度税制改正前の基準で合計所得金額及び住民税課税状況を再判定し、これを基に

令和８年度介護保険料を算定する。ただし、特例措置により非課税から課税に再判定された

被保険者のうち、令和７年度に非課税であったものについては、減免という形で元の介護保

険料に戻す。 

なお、これらは１年間のみの時限的な措置であり、令和９年度以降は行わない。 

 

４ 条例の一部改正 

（１）内容 

令和８年度介護保険料算定における特例措置及び減免に係る規定を新設 

（２）施行年月日 

令和８年４月１日 

（３）新旧対照表 

別紙のとおり 

 

５ 今後の予定 

令和８年３月    ホームページで周知 

令和８年４月    改正後の条例施行 

令和８年４月～５月 システム改修 

令和８年６月    介護保険料算定処理

令和８年３月２６日 

保健福祉委員会資料 

福祉部介護保険課 
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第３９号議案 東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

 

改  正  案 現     行 

付 則 付 則 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の

額の算定方法の特例） 

 

第２条の３ 第１号被保険者（令和８年度分の

保険料の賦課期日において区に住所を有しな

い者を除き、同年度分の地方税法の規定によ

る区市町村民税の賦課期日において区に住所

を有する者（同法第２９４条第３項の規定に

より区の住民基本台帳に記録されている者と

みなされた者を含む。）に限る。以下この条及

び次条第１項において同じ。）のうち、令和７

年の合計所得金額に給与所得が含まれている

者（同年中の給与等（所得税法（昭和４０年

法律第３３号）第２８条第１項に規定する給

与等をいう。以下同じ。）の収入金額が５５万

１,０００円以上６５万１,０００円未満であ

る者に限る。）の令和８年度における保険料率

の算定についての第５条（第６号イ、第７号

イ、第８号イ、第９号イ、第１０号イ、第１

１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号

イ及び第１５号イに係る部分に限る。）の規定

の適用については、同条第６号イ中「地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条

第１項第１３号に規定する合計所得金額（租

税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第

３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条

第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３

第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１

項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定

の適用がある場合には、当該合計所得金額か

ら令第２２条の２第２項に規定する特別控除

額を控除して得た額とし、当該合計所得金額

が零を下回る場合には、零とする。）（以下

「合計所得金額」という。）」とあるのは、「合

計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２

２６号）第２９２条第１項第１３号に規定す

る合計所得金額をいい、当該合計所得金額に

所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８

（新設） 
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条第１項に規定する給与所得が含まれている

場合には、当該給与所得の金額については、

同条第２項の規定によって計算した金額に令

和７年中の同条第１項に規定する給与等の収

入金額から５５万円を控除して得た額を加え

た額によるものとし、租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）による特別控除の適用

がある場合には、当該合計所得金額から令第

２２条の２第２項に規定する特別控除額を控

除して得た額とし、当該合計所得金額が零を

下回る場合には、零とする。以下同じ。）」と

する。 

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所

得金額に給与所得が含まれている者（同年中

の給与等の収入金額が６５万１,０００円以上

１６１万９,０００円未満である者に限る。）

の令和８年度における保険料率の算定につい

ての第５条（第６号イ、第７号イ、第８号

イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第

１２号イ、第１３号イ、第１４号イ及び第１

５号イに係る部分に限る。）の規定の適用につ

いては、同条第６号イ中「地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１

３号に規定する合計所得金額（租税特別措置

法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４

第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第

３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第

３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５

条の３第１項又は第３６条の規定の適用があ

る場合には、当該合計所得金額から令第２２

条の２第２項に規定する特別控除額を控除し

て得た額とし、当該合計所得金額が零を下回

る場合には、零とする。）（以下「合計所得金

額」という。）」とあるのは、「合計所得金額

（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第

２９２条第１項第１３号に規定する合計所得

金額をいい、当該合計所得金額に所得税法

（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項

に規定する給与所得が含まれている場合に

は、当該給与所得の金額については、同条第

２項の規定によって計算した金額に１０万円
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を加えた額によるものとし、租税特別措置法

（昭和３２年法律第２６号）による特別控除

の適用がある場合には、当該合計所得金額か

ら令第２２条の２第２項に規定する特別控除

額を控除して得た額とし、当該合計所得金額

が零を下回る場合には、零とする。以下同

じ。）」とする。 

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所

得金額に給与所得が含まれている者（同年中

の給与等の収入金額が１６１万９,０００円以

上１９０万円未満である者に限る。）の令和８

年度における保険料率の算定についての第５

条（第６号イ、第７号イ、第８号イ、第９号

イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、

第１３号イ、第１４号イ及び第１５号イに係

る部分に限る。）の規定の適用については、同

条第６号イ中「地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定

する合計所得金額（租税特別措置法（昭和３

２年法律第２６号）第３３条の４第１項若し

くは第２項、第３４条第１項、第３４条の２

第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１

項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１

項又は第３６条の規定の適用がある場合に

は、当該合計所得金額から令第２２条の２第

２項に規定する特別控除額を控除して得た額

とし、当該合計所得金額が零を下回る場合に

は、零とする。）（以下「合計所得金額」とい

う。）」とあるのは、「合計所得金額（地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第

１項第１３号に規定する合計所得金額をい

い、当該合計所得金額に所得税法（昭和４０

年法律第３３号）第２８条第１項に規定する

給与所得が含まれている場合には、当該給与

所得の金額については、同条第２項の規定に

よって計算した金額に６５万円から令和７年

給与所得控除額（令和７年中の所得税法第２

８条第１項に規定する給与等の収入金額か

ら、当該給与等の収入金額を所得税法等の一

部を改正する法律（令和７年法律第１３号）

第１条の規定による改正前の所得税法別表第
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５の給与等の金額として、同表により当該金

額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給

与等の金額を控除して得た額をいう。）を控除

して得た額を加えた額によるものとし、租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）によ

る特別控除の適用がある場合には、当該合計

所得金額から令第２２条の２第２項に規定す

る特別控除額を控除して得た額とし、当該合

計所得金額が零を下回る場合には、零とす

る。以下同じ。）」とする。 

  

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の

特例） 

 

第２条の４ 第１号被保険者の令和８年度にお

ける保険料率の算定についての第５条の規定

の適用については、当該第１号被保険者の属

する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうち

に、第１号に掲げる者に該当し、かつ、第２

号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当す

る者があるときは、当該該当する者は、同年

度分の地方税法の規定による区市町村民税が

課されている者とみなす。 

（新設） 

(１) 令和７年の合計所得金額に給与所得が

含まれている者（令和８年度分の保険料の

賦課期日において区に住所を有しない者を

除く。）であって、同年度分の地方税法の規

定による区市町村民税の賦課期日において

区に住所を有するもの（同法第２９４条第

３項の規定により区の住民基本台帳に記録

されている者とみなされた者を含む。） 

 

(２) 地方税法第２９５条第１項第２号に掲

げる者に該当し、かつ、令和８年度分の同

法の規定による区市町村民税が課されてい

ない者であって、次のイからハまでに掲げ

る場合のいずれかに該当するもの 

 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が５５

万１,０００円以上６５万１,０００円未

満であり、かつ、１３５万円から同年の

合計所得金額を控除して得た額が、同年

中の給与等の収入金額から５５万円を控

除して得た額以下である場合 
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ロ 令和７年中の給与等の収入金額が６５

万１,０００円以上１６１万９,０００円

未満であり、かつ、１３５万円から同年

の合計所得金額を控除して得た額が１０

万円以下である場合 

 

ハ 令和７年中の給与等の収入金額が１６

１万９,０００円以上１９０万円未満であ

り、かつ、１３５万円から同年の合計所

得金額を控除して得た額が、６５万円か

ら、同年中の給与等の収入金額から当該

給与等の収入金額を所得税法等の一部を

改正する法律（令和７年法律第１３号）

第１条の規定による改正前の所得税法別

表第５（以下「別表第５」という。）の給

与等の金額として、別表第５により当該

金額に応じて求めた別表第５の給与所得

控除後の給与等の金額を控除して得た額

を控除して得た額以下である場合 

 

(３) 地方税法第２９５条第１項各号に掲げ

る者に該当せず、かつ、令和８年度分の同

法の規定による区市町村民税が課されてい

ない者であって、次のイからハまでに掲げ

る場合のいずれかに該当するもの 

 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が５５

万１,０００円以上６５万１,０００円未

満であり、かつ、東京都台東区特別区税

条例（昭和３９年１２月台東区条例第４

３号）第１０条第２項で定める金額（以

下「非課税限度額」という。）から同年の

合計所得金額を控除して得た額が、同年

中の給与等の収入金額から５５万円を控

除して得た額以下である場合 

 

ロ 令和７年中の給与等の収入金額が６５

万１,０００円以上１６１万９,０００円

未満であり、かつ、非課税限度額から同

年の合計所得金額を控除して得た額が１

０万円以下である場合 

 

ハ 令和７年中の給与等の収入金額が１６

１万９,０００円以上１９０万円未満であ

り、かつ、非課税限度額から同年の合計

所得金額を控除して得た額が、６５万円
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から、同年中の給与等の収入金額から当

該給与等の収入金額を別表第５の給与等

の金額として、別表第５により当該金額

に応じて求めた別表第５の給与所得控除

後の給与等の金額を控除して得た額を控

除して得た額以下である場合 

２ 第１号被保険者の令和８年度における保険

料率の算定についての第５条の規定の適用に

ついては、当該第１号被保険者が前項第１号

に掲げる者に該当し、かつ、同項第２号又は

第３号に掲げる者のいずれかに該当するとき

は、当該第１号被保険者は、同年度分の地方

税法の規定による区市町村民税が課されてい

る者とみなす。 

 

  

（令和８年度における保険料の減額の特例）  

第２条の５ 区長は、第１３条第１項及び第１

３条の２に規定する場合のほか、次の各号の

いずれかに該当する場合においては、令和８

年度分の保険料を減額することができる。 

（新設） 

(１) 第１号被保険者が、令和８年度におい

て第５条第４号又は第５号に掲げる者のい

ずれかに該当し、かつ、次に掲げる要件の

いずれにも該当する場合 

 

イ その属する世帯の世帯主及び全ての世

帯員のうちに、前条第１項の規定の適用

を受ける者であって、令和７年度分の地

方税法の規定による区市町村民税が課さ

れていないもの（以下「前年度非課税世

帯員等」という。）があること。 

 

ロ 全ての前年度非課税世帯員等を前条第

１項の規定の適用を受けない者とみなし

た場合に、令和８年度において第５条第

１号から第３号までに掲げる者のいずれ

かに該当すること。 

 

(２) 第１号被保険者が、令和８年度におい

て第５条第６号から第１６号までに掲げる

者のいずれかに該当し、かつ、次に掲げる

要件のいずれにも該当する場合 

 

イ 前条第２項の規定の適用を受ける者で

あって、令和７年度分の地方税法の規定
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による区市町村民税が課されていないも

のであること。 

ロ 前条第２項の規定の適用を受けない者

とみなした場合に、令和８年度において

第５条第１号から第５号までに掲げる者

のいずれかに該当すること。 

 

  

付 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


